
 

 

                                         

                                         

    

                              

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

狭山台交番ミニ広報紙 

 

 
 

（令和7年10月末現在・本数値は暫定値です） 

＊ATMで還付金の手続きはできません。 

＊警察官が事前に情報を伝えたり、ＳＮＳで連絡する

  ことは絶対にありません。          

 

 

 1０月初旬午後５時ころ、狭山市狭山台地

内において、盗撮事案がありました。 

 警察では警戒を強化していますが、 

＊後を付けられている。 

＊子供が写真を撮られた。 

等の時には 

すぐに110番をお願いします。 
 

 

〇 自転車の交通ルールの遵守 
 （交通反則通告制度導入の周知） 
〇 自転車乗車時のヘルメット着用促進 
○ 高齢者の交通事故防止 
〇 飲酒運転の根絶 
＊令和８年４月から自転車の違反にも交通
 反則切符（青切符）が適用になります。 

・交通事故   19件  ・窃盗事件 ６件 
・器物損壊  ２件  ・遺失拾得 52件 
※ 本数値は交番での事案取扱い件数であり、 

 刑法犯認知件数とは異なります。 狭山台交番主な取扱い 

 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

 毎年12月10日から16日は「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」です。 
 拉致問題をはじめとする北朝鮮当局に
よる人権侵害問題について関心と認識を
深めていくことが大切です。 
 警察では、拉致容疑事案及び北朝鮮に
よる拉致の可能性を排除できない事案に
ついて、広く情報を求めています。 
     情報提供先 県警察本部外事課 
     情報提供専用ダイヤル  

            048-838-3759 
 

 


